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１７．長浜市土地開発公社 
 

１．設  立     昭和４７年５月１５日 (財)長浜市開発公社 設立 

           (昭和４９年４月１日 長浜市土地開発公社に組織変更) 

 

２．目  的 

   公共用地、公用地等の取得、管理および処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民

福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

３．資 本 金    １,０００万円 

 

４．事業内容 

 １ 上記目的を達成するため、次の業務を行う。 

(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理および処分を行うこと。 

  イ 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第４条第１項または第５

条第１項に規定する土地 

  ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設または公用施設の用に供する土地 

  ハ 公営企業の用に供する土地 

  ニ 都市計画法第４条第７項に規定する市街地開発事業その他政令で定める事業の用に供す

る土地 

  ホ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地 

  ヘ 史跡、名勝または天然記念物の保護または管理のために必要な土地 

(2) 住宅用地の造成事業、港湾整備事業（埋立て事業に限る。）、地域開発のためにする臨海工業
用地、内陸工業用地、流通業務団地および事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事

業ならびにこれらの事業により造成した土地に借地借家法(平成３年法律第９０号)第２条

第１項に規定する借地権(地上権を除き、同法第２３条の規定の適用を受けるものに限る。)

を設定し、業務施設、福祉増進施設または立地促進施設の用に供するために賃貸する事業を

行うこと。 

(3) 前 2号の業務に附帯する業務を行うこと。 

 

 ２ 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲において、次に掲げる業務を行う。 

(1) 前項第 1 号の土地の造成（一団の土地に係るものに限る。）または同項第 2 号の事業の実施

と併せて整備されるべき公共施設または公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくも

のおよび当該業務に附帯する業務を行うこと。 

(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量そ

の他 これらに類する業務を行うこと。 

 

５．機  構 

 役 員 

  理 事 長(1) ------ 副理事長(1)  ------ 常務理事(1)  ------ 理  事(7) 

               監  事(2) 
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事務局 

 

※事務局長(1) ※局長代理(1) ※主幹(1) ※主査(1) ※主事(2) 

                           ※市公共施設マネジメント課職員兼務 

 

６．令和元年度事業計画 

                                       (単位：㎡) 

事業区分 事業内容 管理面積 取得面積 造成面積 処分面積 

公有地取得事業 

都市計画道路 3・4・10

号地福寺神照線事業用

地、神照運動公園事業

用地、長浜新川整備事

業用地及び代替地の管

理 

32,424.72 4,938.73 0.00 0.00 

土地造成事業 保有土地の管理 34,771.06 0.00 0.00 0.00 

 

７．平成３０年度事業実績 

 

   公有地取得事業 管理面積  27,485.99㎡ 

土地造成事業  管理面積   34,771.06㎡ 

  合計   62,257.05㎡ 

 

８．平成３０年度末保有高 

 公有用地 代替地 完成土地 開発中土地 合計 賃貸事業 

期末残高 

(百万円) 
６８ ３７ ０ １５１ ２５６ ６４３ 

保有面積 

(ｈａ) 
０ ３ ０ １ ４ ２ 

 

 

１８．公益財団法人 長浜文化スポーツ振興事業団 
 

１．設立・機構 

設  立  昭和５５年（１９８０年）４月２日 

基本財産  ５００万円 

   目  的  文化施設、スポーツ施設並びにその他の施設の設置及び管理運営と文化及びス

ポーツの事業を行い、地域住民の文化及びスポーツの振興発展と豊かな人間性

の涵養に寄与することを目的とする。 

   評 議 員  １０人 

役  員  理事１０人 監事２人 

   事務所の所在地   長浜市地福寺町４番３６号（長浜市民交流センター内） 

TEL.６５－３３６６  FAX６５－３３６８ 
 

２．管理施設および使用料 

【長浜市民交流センター】長浜市地福寺町４番３６号 TEL．６５-３３６６ FAX．６５－３３６８ 

  施設概要：敷地面積 ７，６２８㎡  鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ２階建  延床面積 １，９４４㎡ 

       老人福祉センター：１，０９４㎡ ふれあいホール：３８８㎡ 

働く婦人の家：８５０㎡ 

  開館時間：午前８時３０分から午後９時３０分まで 

休館日 ：水曜日・１２月２９日から１月３日まで 

使用料 

区   分 面積(㎡) 単 位 使 用 料 

ふ れ あ い ホ ー ル ３８７.00 １時間 ７００円 

会 議 室 ５７.00 １時間 ２００円 

集 会 室 Ａ ６５.00 １時間 ２００円 

集 会 室 Ｂ ８６.00 １時間 ２００円 

創 作 室 １１０.00 １時間 ２００円 

料 理 実 習 室  ６９.00 １時間 ３００円 

講 習 室 ５４.00 １時間 ２００円 

和 室 Ａ ２４.00 １時間 １００円 

和 室 Ｂ   ２３.00 １時間 １００円 

茶 室  １０.00 １時間 １００円 

研 修 室  ７０.00 １時間 ２００円 

軽 運 動 室 １６２.00 １時間 ４００円 

ゲ ー ト ボ ー ル 場 １，０６０.00 １時間 ２００円 

・市外居住者の使用する場合は、２倍 
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